
 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 中 央 児 童 相 談 所 
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中央児童相談所 

１ 児童相談所の業務 

児童相談所は、児童福祉法第１２条に基づき設置されている行政機関である。本県には、中央、七尾の 

県２箇所に加え、平成１８年４月から金沢市が開設した市１箇所の計３箇所の児童相談所が設置されている。

県の児童相談所は、主として次の業務を行っている。 

（１）市町の児童の福祉に関する業務の実施に関し、市町相互間の連絡調整、市町に対する情報の提供

その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 

（２）児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。 

（３）児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健

上の判定を行い、これに基づいて必要な指導を行うこと。 

（４）必要に応じて、巡回して（２）～（３）の業務を行うこと。 

（５）児童の一時保護を行うこと。 

 

２ 相談の種類 
相談の種類は、その内容によって、次の１５の相談種別に分類される。 

相 談 種 別 内         容 

養 

護 
養 護 相 談  

父または母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼動及び服役等に

よる養育困難な児童や棄児、迷子、虐待を受けた児童等環境に問題を持つ

児童及び養子縁組に関する相談 

保

健 
保 健 相 談  未熟児、虚弱児、小児ぜんそく、その他の疾患を有する児童に関する相談 

心 

 

身 

 

障 

 

害 

肢体不自由相談 肢体不自由児、運動発達の遅れを持つ児童に関する相談 

視聴覚障害相談 盲（弱視を含む）、ろう（難聴を含む）等視聴覚障害を持つ児童に関する相談 

言語発達障害等 

相  談 

音声や言語の機能障害、言語発達遅滞、注意欠陥多動性障害等を持つ児童

に関する相談 

重症心身障害相談 重症心身障害児（者）に関する相談 

知的障害相談  知的障害を有する児童に関する相談 

自 閉 症 相 談  自閉症もしくは自閉症と同様の症状を呈する児童に関する相談 

非

行 

ぐ犯行為等相談 虚言、浪費、家出、乱暴、性的逸脱等の問題行動に関する相談 

触法行為等相談 刑罰法令に触れる行為のあった児童に関する相談 

育 

 

成 

性格行動相談  
友達と遊べない、落ち着きがない、内気、緘黙、不活発、家庭内暴力等 

性格行動上の問題を持つ児童に関する相談 

不 登 校 相 談  登校（園）できない、してない状態にある児童に関する相談 

適 性 相 談 進学や職業の適性、学業不振等に関する相談 

し つ け 相 談  幼児のしつけ、遊びに関する相談 

そ の 他 の 相 談  上記のいずれにも該当しない相談 
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３ 児童相談の流れ 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

主
任
児
童
委
員 

福

祉

事

務
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警

察

関

係 

保
健
所
医
療
機
関 

県

・
市

町 

家

庭

裁

判
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児
童
福
祉
施
設
等 

里

親

等 

学

校

等 

家

族

親

戚 

近

隣

知

人 

児

童

本

人 

そ

の

他 

調 
 

査 
 

社
会
診
断 

 
 
 
 
 

 

心
理
診
断 

 
 
 
 
 

 

医
学
診
断 

一
時
保
護 

 

行
動
評
価 

 
 
 

 

そ
の
他
の
診
断 

総  合  診  断 

（ 判 定 会 議 ） 

児童福祉施設等入所措 置  指

定

医

療

機

関

委

託 

里

親

委

託 

家

庭

裁

判

所

送

致

 

家庭裁判所 

家事審判請求 

乳 
 

児 
 

院 

児

童

養

護

施

設 

児
童
自
立
支
援
施
設 

知

的

障

害

児

施

設 

肢
体
不
自
由
児
施
設 

重
症
心
身
障
害
児
施
設 

盲

・
ろ
う
あ
児

施

設 

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設 

施
設
入
所
の
承
認 

親

権

喪

失

宣

言 

後
見
人
選
任
・
解
任 

 

・
送 

致 

 

・
通 

告 

 

・
相 

談 

県社会福祉審議会          

児童福祉専門分科会 

援 助 方 針 会 議  

助

 

言 

指 

導 

継
続 

指 

導 

受 理 会 議 

訓
戒
・誓
約
措
置 

在宅指導 
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４ 管内の状況 
(1) 管内の状況（人口、世帯数、児童人口は平成２１年１０月１日現在） 

市 町 名 人 口（人） 世 帯 数 児童人口（人） 相談受付件数 

小 松 市 １０８,７７９ ３７,７５７ １９,６４４ １４７ 

加 賀 市 ７２,６３５ ２６,８３０ １１,２７７ １６１ 

かほく市 ３４,７５７ １１,１４８ ６,３３３ ４８ 

白 山 市 １１０,７４９ ３７,４９４ ２０,４６８ １５１ 

能 美 市 ４８,４６４ １６,１４４ ９,５５１ ９８ 

能美郡 川 北 町 ６,０８５ １,７３３ １,４１０ ４ 

石川郡 野々市町 ５０,５９４ ２２,９３１ ８,６５２ ９３ 

河北郡 
津 幡 町 ３６,７５６ １１,５５４ ７,６７０ ７３ 

内 灘 町 ２６,７３０ ９,８７７    ５,０１４ ３５ 

管  外  １４ 

計 ４９５,５４９ １７５,４６８ ９０,０１９ ８２４ 

 

 

(2) 県内児童福祉施設の設置状況（平成２２年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施  設  種  別  施設数 

乳 児 院 ２ 

児 童 養 護 施 設  ８ 

児童自立支援施設 １ 

知 的 障 害 児 施 設  ３   

知的障害児通園施設 ２ 

肢体不自由児施設 １ 

肢体不自由児通園施設 １ 

重症心身障害児施設 ３ 

独立行政法人国立病院機構 

（筋ジストロフィー） 
１ 

独立行政法人国立病院機構 

(重症心身障害） 
３ 
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５ 相談の状況（平成２１年度） 
 

(1) 相談受付状況 

平成 21年度中に受け付けた相談総件数は、824件である。 

   相談種別では、心身障害相談が 423 件(51.3％)を占め、次いで養護相談が 286 件(34.7％)、非行相談が

60件(7.3％)と続き、育成相談が 55件(6.7％)となっている。 

心身障害相談は、知的障害にかかる療育手帳の判定、障害児施設の契約制度にかかる受給者証の交付

及び重症心身障害児施設の通園事業利用手続きが大部分を占めている。 

                                       （単位：件） 

相
談
種
別 

 

区 

分 
 

養

護 

保

健 

心身障害相談  非行相談 育 成 相 談  
そ

の

他 

計

 

肢

体

不

自

由 

視

聴

覚

障

害 

言
語
発
達
障
害 

重
症
心
身
障
害 

知

的

障

害 

自

閉

症 

ぐ

犯 

触

法 

性

格

行

動 
不

登

校 

適

性 

し

つ

け 

件 数 286 0 32 6 1 45 332 7 31 29 37 15 0 3 0 824 

構成比 

(％) 
34.7 0 3.9 0.7 0.1 5.5 40.2 0.9 3.8 3.5 4.5 1.8 0 0.4 0 100.0 

 

 

(2) 経路別相談受付状況  

                    （単位：件） 

経 

路 

 
 

 
 

 

区 

分 

県･指定都市・中核市 市町村 児
童
福
祉
施
設 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー 

警
察
署 

家
庭
裁
判
所 

保
健
所 

医
療
機
関 

学校等 里 

親 

児
童
委
員
（仲
介
含
む
） 

家
族
・親
戚 

近
隣
知
人 

児
童
本
人 

そ
の
他 

計 

児
童
相
談
所 

福
祉
事
務
所 

保
健
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

福
祉
事
務
所 

児
童
委
員 

保
健
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

幼
稚
園 

学
校 

教
育
委
員
会
等 

件数 49 1 2 10 304 0 22 27 71 0 65 2 2 3 0 22 6 1 0 218 14 2 3 824 

構成比 

(%) 
6.0 0.1 0.2 1.2 36.9 0 2.7 3.3 8.6 0 7.9 0.2 0.2 0.4 0 2.7 0.7 0.1 0 26.5 1.7 0.2 0.4 100 

 

 

(3) 相談処理状況 

 助言指導が４８．３％、通所指導が３０．９％、児童福祉施設への措置（委託）が４．９％となっている。 

                                        （単位：件） 

（注） 件数には前年度からの繰越と未処理のケース分を含む。 

処
理
区
分 

区 

分 

助

言

指

導 

通

所

指

導 

他

機

関

紹

介 

児
童
福
祉
司
指
導 

福
祉
事
務
所
送
致 

児童福祉

施 設 
病

院

機

構

委

託 

独
立
行
政
法
人 

里

親

委

託 

家
庭
裁
判
所
送
致 

利
用
契
約 

障
害
児
施
設
へ
の 

そ

の

他 

計

 

入

所 

通

所 

件 数 408 261 9 2 0 41 0 0 4 0 26 93 844 

構成比 

(%) 
48.3 30.9 1.1 0.2 0 4.9 0 0 0.5 0 3.1 11.0 100.0 
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(4) 虐待相談処理状況 

 養護相談のうち１３．２％が児童福祉施設への措置となっている。また、虐待に関する相談件数については、

全国的に増加しており、当所においても虐待処理件数は２１９件と増加している。（③表） 

 

虐待区分 

年 度 
身体的暴行 

保護の怠慢 

ないし拒否 
性的虐待 心理的虐待 計 

平成１７年度 ８１ ６０ ７ ３７ １８５ 

１８年度 ４６ ３５ ５ ２８ １１４ 

１９年度 ６４ ７５ ４ ２５ １６８ 

２０年度 ７６ ６１ ３ ４０ １８０ 

２１年度 ９５ ６９ １ ５４ ２１９ 

 

(5) 判定の実施状況 

① 医学判定 

嘱託医は、療育手帳や特別児童扶養手当のための医学的診断及び一時保護児童や施設に措置する

児童の医学的診断を行うとともに、医学的見地から児童福祉司や児童心理司にスーパーバイズしている。

また、児童本人や保護者に対して専門的な見地から助言指導を行っている。 

 

② 心理判定 

  心理判定は、児童心理司が心理検査や面接・行動観察などによって児童の心理や知的能力等を判定

するもので、その処遇の決定や相談・援助を進める上で重要なものである。 

   判定について相談種別で見ると、障害関係が多くを占めているが、これは療育手帳や特別児童扶養手

当等に関する判定件数が多いことによる。 

判定の実施状況（平成２１年度）                                      （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

判定項目 

 

 

相談種別  

判    定    方    法 

医 学 判 定 心 理 判 定 

小 児 科  精 神 科  そ の 他 
知 能 

検 査 

発 達 

検 査 

人 格 

検 査 

面 接 

観 察 

相

 

談

 

種

 

別 

養 護 ４９ ３ ５４ ３１ ８ ５９ １５８ 

障 害 ０ ２４１  １９４ ７８ ２ ３３５ 

非 行 ５  ７ １８  ４７ ３７ 

育

成 

不 登 校 １  １ ２  ２ ６ 

性格行動 ３ ３ ３ １０  １５ １７ 

そ の 他    １   ５ 

そ の 他     １  １ 

計 ５８ ２４７ ６５ ２５６ ８７ １２５ ５５９ 
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(6) 出張相談の実施状況 

児童相談所では、管内全ての児童等に対して、地域に密着した相談・援助活動を行うため、精神科医・児

童心理司・児童福祉司がチームを組んで、来所が困難な場合などに出張相談を行っている。 

 

平成２1年度の実施状況は次のとおりである。 

実 施 

市 町 

実 施 

回 数 

相  談 

延件数 
相 談 内 容 内 訳 

小松市 １２回 ２１件 療育手帳判定・特別児童扶養手当の診断 

 

 

(7) メンタルフレンド派遣事業・聴能訓練事業 

① 不登校児に対するメンタルフレンド派遣事業 

不登校で家に引きこもりがちな児童や、人とのかかわりがうまくできない児童に対して、兄姉に相当する

年代の者（大学生等）を心の友（メンタルフレンド）として派遣し、話し相手になったり、スポーツや遊びの相

手になったりすることで、児童の心の成長を図ろうとするものである。 

本事業の実施により、登校を再開したり、当所や他の相談機関に通うようになったりなどの効果が見られ

ている。 

メンタルフレンド派遣事業実績 

内 訳 

 

 

年 度 

対 象 

児童数 

メ ン タ ル フ レ ン ド 

登録者数 派遣者数 
延べ派遣 

回  数 

児童 1人 

当り平均 

派遣回数 

平成 17年度 １１人 ２６人 １１人 １９４回 １８回 

    18年度 ５人 ２７人 ５人 ５４回 １１回 

    19年度 ６人 ２８人 ６人 ７４回 １２回 

    20年度 ４人 ３０人 ４人 ３４回 ９回 

    21年度 ２人 ２４人 ２人 ７回 ４回 

 

② 難聴幼児に対する聴能訓練 

難聴幼児とその保護者を対象として、言語聴覚士により、週一回通年で集団指導形式により、児童には

聴能訓練を、保護者には家庭での訓練方法を指導している。 

事業実績 

 対象実人員 実施回数 参加延人員 

実 績 １８組 ４６回 ５７３組 
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(8) 一時保護業務の実績 

一時保護所は、児童福祉法第１2 条の４により、本県では県の中央児童相談所及び七尾児童相談所

に設置されている２箇所に加え、平成１８年度に金沢市が開設した金沢市児童相談所に平成 21 年 4

月に一時保護所が設置され、現在は計３箇所が設置されている。 

一時保護は、児童福祉法第 33条及び、児童虐待防止法第 11条の４の規定に基づき、緊急保護、行

動観察及び短期治療を目的として実施されている。 

一時保護を必要とする児童のうち、乳児は乳児院に一時保護委託するとともに、児童の状況により、

他の児童福祉施設や里親等に委託する場合もある。 

 

① 保護概況 

一時保護所の入所実人員は昨年度より減尐したが、年間保護延べ人数は増加した。 

平成１８年度開設の金沢市児童相談所の児童の一時保護については、石川県との委託契約により当

一時保護所で平成２０年度まで行った。 

平成２１年度の一時保護委託の委託実人員、年間保護延べ人数、一人平均保護日数は減尐している。 

平成２１年度に、児童虐待防止法第１１条の４の規定による一時保護はない。 

 

 

区 分 
 

一 時 保 護 所 一 時 保 護 委 託 
一時保護 

延べ人数 

総  計 
入 所 

実人員 

退 所 

実人員 

１人平均 

保護日数 

保護延 

べ人数 

委託実人員 
１人平均 

保護日数 

保護延 

べ人数 児童福 

祉施設 
その他 

２０年度 
119（11）人 

<49（3）> 

128人 

<52> 

21.2日 

<27.3> 

2,684人 

<1,400> 
21(0)人 4人 14.3日 357人 3,041人 

２1年度 82（2）人 74人 31.6日 2,797人 9(0)人 2人 17.7日 179人 2,976人 

注１：（ ）内は前年度からの繰越分で外数。 

 注２：＜ ＞は金沢市児童相談所からの委託分で内数。 

 

 


